
　６月1日（月）から６月８日（月）まで町水道環境課による
子育て応援ごみ袋支給事業が行われました。
　これは環境衛生面からも子育ての応援をするため、紙お
むつなどを使用している子育て中の家庭を対象に行われた
事業です。
　支給事業は、新型コロナウイルス感染防止のため地区ご
とに配布し、受け取りに来た人たちもマスクを着用するな
ど感染防止に努めていました。

どなたでも無料で乗車できます。
　７月２９日から町コミュニティバスが新しくなりました。
　赤コース・青コース２台ともハイエースコミューターに変更
しました。町コミュニティーバスは、平日・土曜日に運行して
おりますので、お出かけの際にご利用ください。
　日・祝日は運休となりますのでお間違いのないようよろし
くお願いいたします。
※定員に達し乗車できない場合は、平日に限り町職員で対応し
　ます。

　6月16日（火）坂祝町役場3階大会議室にて公益社団法人
日本河川協会から表彰を受けられた方への伝達式が開催
されました。長年にわたり、樋管管理人として日常点検
や木曽川増水時の操作を行って頂いた功績が認められた、
三品芳和氏、三品喜志雄氏が河川功労者表彰を受けられ
ました。

左から三品芳和氏・柴山町長・三品喜志雄氏

　友だちからのいじめやインターネット上の SNSに悪口を書き込まれた、
学校や家、その他のことでだれにも打ち明けることのできない悩みを抱えて
いる人など、どなたでもお気軽にご相談ください。

日　　程：令和 2 年 8月 28日（金）から 9月 3日（木）まで
　　　　　月曜日から金曜日は、午前 8 時 30 分から午後 7 時まで
　　　　　土・日曜日は、午前10 時から午後 5 時まで
　　　　　　（上記強化週間以外の日でも、平日８時 30分から午後 5時 15分まで相談に応じています。）

　　　　　※相談は無料です。

電話番号：子どもの人権 110番 0120 -007-110（フリーダイヤル）

　　　　　※携帯電話からもかけられます。
相談担当者：人権擁護委員、法務局職員

　岐阜地方法務局では、「いじめ」「体罰」「虐待」などの問題に対する活動として、岐阜県内の小学校・中
学校の児童・生徒に「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を配布しています。
　このミニレターに相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便せん部分を入れてポストに
投函すると，岐阜地方法務局に届きます。切手を貼る必要はありません。
　人権擁護委員や法務局職員は手紙を読んで、子どもたちが何を悩んでいるのか、どのような内容の返
事を書けば子どもたちの悩みが解消するのかなどを考え、返事を出します。その返事を子どもたちに読
んでもらうことで、少しでも悩みから抜け出すことができるように、また、子どもたちの力になれるよう
にと願っています。
　子どもたちに返事を出すときには、新しいミニレターを必ず同封していますので、子どもたちの手には
常にミニレターがあることになり、いつでも相談できるようにしています。
　困ったことがあれば、「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を使って、ぜひご相談ください。

※ミニレターが手元にない方で、ご希望の方は、

子どもの人権 110番 0120-007-110（フリーダイヤル）までお電話ください。


